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新製品・新技術開発助成事業
項目 内容

事業範囲 実用化の見込みがある新製品・新技術の試作開発、試験評価

対象分野 ハードウェア / ソフトウェア / サービス

助成対象期間
令和２年4月１日 ～ 最長令和３年12月31日（1年9か月間）

交付決定８月下旬を予定、４月からの費用が遡及で対象

助成限度額 1,500万円

助成率 １／２

助成対象経費

原材料・副資材費 / 機械装置・工具器具費 / 委託・外注費

専門家指導費 / 産業財産権出願・導入費

直接人件費（最大500万円）※令和2年度より対象内容が変更

対象者
都内中小企業者（会社及び個人事業者）

都内で創業を具体的に検討している個人 等

事業実施場所 原則、東京都内の自社の事業所、工場等

新製品

※試作開発が目的でない設備導入や生産・量産を目的とした申請は対象外
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対象となる研究開発

3

新製品

１ 新製品・新技術の研究開発

新しい機能を付加した製品や新しい製造技術等に関するハード面の研究開発

２ 新たなソフトウエアの研究開発

システム設計等ソフト面の研究開発で、データ処理装置や情報処理プログラムの開発

３ 新たなサービス創出のための研究開発

新たなサービスの提供による生産性の向上、高付加価値化を目的として、

サービス関連業等が外部の技術を活用して行う技術開発

※研究開発の主要な部分が自社開発であること

※開発した最終成果物の製品化及び実用化を目的とすること

＜研究開発の例＞
・次世代照明機器の開発 ・高機能性塗料の開発
・遠隔ロボット操作システムの開発 ・無人店舗運営システムの開発
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直接人件費について
新製品

対象：ソフトウエアの研究開発に係る工程及び、ソフトウエア以外の

研究開発における設計工程に直接従事する時間のみ対象

設計工程 製造工程 検査工程

ソフトウエア 〇 〇 〇

ソフトウエア
以外

〇 × ×

人件費の申請額は500万円が上限

従事時間の上限は
1人につき1日8時間、年間1800時間
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本助成事業の特徴
新製品

創業年数

［参考］申請者の傾向（令和元年度実績）

▶ 創業予定者も申請可

▶ 東京都・公社の支援事業の利用が
初めての事業者も申請可能

▶ ソフト開発、ソフト以外の設計工程
に係る人件費を500万円まで助成

▶ 交付決定８月下旬を予定、
４月からの費用が遡及で対象

▶ 技術開発要素のある試作開発の
後押しをする、助成期間1年9か月
の助成事業

製造業
36%

情報サービス

業
45%

卸小売
5%

サービス業
14%

業種別

3年未満
36%

3年以上

5年未満
12%

5年以上

10年未満
9%

10年以上

20年未満
15%

20年以上
28%
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申請書の構成と審査の視点
新製品

市場のニーズ
（事業性、競合製品）

達成目標
（概要、機能、性能）

製品の特長

技術的課題

開発体制
（体制図、主担当者）

フロー・スケジュール

産業財産権
（先行技術調査、出願予定）

資金計画
（資金調達、資金支出明細）

開発内容

資金計画

申請書の構成

審査の視点

審査

・新規性

・優秀性

・市場性

・実現性

・妥当性

＜達成目標＞
開発計画における目標仕様から、既存製
品等と比較して新規・優秀な点を抽出
し、「達成目標」「製品の特長」「技術
的課題」の項目に落とし込んでくださ
い。

※留意事項
達成目標は第三者がその内容を確認できるよう客観的
な記述にすること

全て達成が確認されない場合は、事業終了とならず交
付されません。提出後に内容変更できません
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申請から交付決定までの流れ
新製品

申請
3/16～4/6

・申請書（必須）申請書

添付
書類

・補足説明資料（任意）
・特許等公報 （該当者は必須）
・見積書 （該当者は必須）

一次審査
～6月下旬

追加書類の提出

7/6 まで

二次審査
7月中旬

交付決定
８月下旬

全申請者提出書類

Webフォームで提出

締切り：4月6日（月）17時00分

提出書類 二次審査対象者

必要
書類

（法人の場合）
・登記簿謄本（履歴事項全部証明書）
・納税証明書
・確定申告書

※詳細は募集要項13頁の
「９審査（４）提出書類」を参照

公社へ郵送

締切り：７月6日（月）当日消印有効

確定申告書、登記簿謄本、納税証明書などについては
一次審査通過者のみご提出いただきます（締切りにご注意ください）
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申請の流れ

STEP １

添付書類は各書類ごとに
1つのファイルにまとめて
送付すること

新製品

【申請書の取得】

ホームページから
申請書をダウンロード

してください

STEP ２

【申請書類の作成】

ダウンロードした
申請書を作成。

添付書類（補足説明
資料、特許等公報、
見積書）を準備

STEP ３

【申請書類の提出】

申請書と添付書類を
Webフォームから
アップロード

申請書提出期間：3月16日（月）～4月6日（月）

締切り：4月6日（月）17時00分

令和2年度 新製品・新技術開発助成事業 特設サイト
https://www.tokyo-kosha.or.jp/support/josei/shinsei/shinseihin.html
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申請にあたっては、公社HPの
募集要項をご覧ください。

https://www.tokyo-kosha.or.jp/support/josei/

（順次掲載）

東京都 中小企業 助成金 検索
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問い合わせ先

（公財）東京都中小企業振興公社 助成課

〒101-0022 東京都千代田区神田練塀町3-3

大東ビル4F

TEL: 03-3251-7894・7895

e-mail: josei@tokyo-kosha.or.jp

※新製品・新技術開発助成事業専用アドレス

shinseihin-josei@tokyo-kosha.or.jp
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